
 

 

 

 

 

 

  第 ２ ６ 号 議 案  

 

 

新 宿 区 リ サ イ ク ル 及 び 一 般 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

   上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

 

 

 

    令 和 ８ 年 ２ 月 １ ７ 日  

 

 

 

          提 出 者  新 宿 区 長   吉 住  健 一  

  



新 宿 区 条 例 第 ２ 号  

 

新 宿 区 リ サ イ ク ル 及 び 一 般 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

新 宿 区 リ サ イ ク ル 及 び 一 般 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 条 例（ 平 成 1 1 年

新 宿 区 条 例 第 5 1 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 2 条 第 2 項 第 1 1 号 中 「 第 6 条 」 を 「 第 7 条 」 に 改 め る 。  

 

附  則  

 

こ の 条 例 は 、 令 和 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 （ 提 案 理 由 ）  

 脱 炭 素 成 長 型 経 済 構 造 へ の 円 滑 な 移 行 の 推 進 に 関 す る 法 律 及 び 資

源 の 有 効 な 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に

伴 う 関 係 政 令 の 整 備 等 に 関 す る 政 令 （ 令 和 7 年 政 令 第 4 1 2 号 ） の 施

行 に よ る 資 源 の 有 効 な 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 3 年 政

令 第 3 2 7 号 ） の 改 正 に 伴 い 、 規 定 を 整 備 す る 必 要 が あ る た め  


